
事業評価書 事前 ・事後 ）（

平成１８年８月

評価対象（事業名） 小児科・産科をはじめ急性期の医療をチームで担う拠点病院

づくり

担当部局・課 主管部局・課 医政局指導課

関係部局・課

１．事業の内容

( ) 関連する政策体系の施策目標1
番号

基本目標 １ 安心・信頼してかかれる医療の確保と国民の健康づくりを推進する

こと

施策目標 １ 地域において適切かつ効率的に医療を提供できる体制を整備するこ

と

Ⅲ 救急・災害医療体制の整備を図ること

( ) 事業の概要2
事業内容（新規・一部新規）

小児科・産科における医療資源の有効活用を図り、医療連携を図った拠点病院の創

設を促進し、地域住民に対する適切な医療の提供を行うため、以下の事業を行う。

１．小児科・産科連携病院等病床削減促進事業

小児科・産科において、医療連携を図った拠点病院づくりを行う地域を対象に、

連携強化病院へ一定の機能を移転する連携病院が、小児科・産科の病床を削減し、

医療機能の変更（他科病床、他の診療機能等）などを行う場合に、その支援を図る

ための運営費補助を行う。

※「連携強化病院」とは、診療機能を集約化・重点化した小児医療又は産科医療を

担う病院

※「連携病院」とは、連携強化病院へ必要に応じて一定の機能を移転し、連携体制

を構築する病院

２．小児科医師等確保事業

小児科等において、医療連携を図った拠点病院づくりを行ってもなお、地域にお

ける小児科医等の確保が困難な地域等を対象に、医師派遣を実施した場合に補助を

行う。

予算概算要求額 （単位：百万円）
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（整理番号５）



( ) 問題分析3
①現状分析

病院への小児科医・産科医の広く薄い配置などから、医師の勤務環境の悪化や医

療安全上の問題、さらには、医療紛争に関する懸念から産科を回避する医師の傾向

など、小児救急医療・産科医療の確保が大きな課題となっており、早急な対応が求

められている。

②問題点

病院の小児科に軽症患者が受診する事例が増大している中、小児医療を提供する

、 、病院においては 少人数での診療体制のため小児科医師への負担が過重になるなど

小児科の診療体制の維持が困難となっている状況がある。

また、産科においても同様に病院勤務医の過重労働、医療安全上の問題や医療紛

争に関する懸念から産科を回避する医師の傾向等も問題となっている。

③問題分析

小児科・産科の医師の偏在が問題となる地域においては、医師の勤務環境の改善

及び医療の安全性の確保のため、医療連携を強化する拠点病院づくりの推進が必要

である。

④事業の必要性

上記の問題点を考慮し、また、拠点病院づくりをより一層進展させていくために

は、当該事業による経営的側面からの支援及び医療提供体制面からの支援が必要で

ある。

( ) 事業の目標4
目標達成年度

政策効果が発現する時期 平成１９年度

アウトプット指標 Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ 目標値 基準値/
小児科・産科における

休日夜間等の診療体制

を常時整えている医療

圏数

（説明） （モニタリングの方法）

医療提供の枠組みは医療圏を単位と 毎年度行う小児救急医療体制の取組状

しており、その増加数は充実度合いを 況調査。

計るうえでの指標となる。

参考指標（過去数年度の推移を含む） Ｈ１３ Ｈ１４ Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７

（説明） （モニタリングの方法）

２．評 価

（整理番号５）



（整理番号５）

( ) 必要性1
その他行政関与の必要性の有無（主に官民の役割分担の観点から） 有 無

（理由）

小児科・産科医師の偏在問題は、全国的な問題となっており、国・地方自治体の

行政機関が主体的に取り組まなければ解決が困難な問題である。

その他国で行う必要性の有無（主に国と地方の役割分担の観点から） 有 無

（理由）

主に都道府県が主体となって取り組む課題ではあるが、その必要性は全国的にも

高い。地域における取組だけでは困難な問題が存在するため、財政面からも国が支

援していく必要がある。

民営化や外部委託の可否 可 否

（理由）

民間の医療機関の取組に係る費用の一部を補助する事業であることから、事業の

性質上、民営化や外部委託は困難である。

緊要性の有無 有 無

（理由）

小児科医・産科医の偏在により生じる過酷な勤務状況の改善と医療の安全性の

確保は、良質な医療を継続的に提供するために早急に取り組むべき課題である。

( ) 有効性2
政策効果が発現する経路

小児科・産科の集約化・重点化が進むことにより、小児科医・産科医の偏在による

問題の解決が図られ、適切な小児科・産科の医療提供体制の構築が図られる。

これまで達成された効果、今後見込まれる効果

医療資源の集約化・重点化を推進することで、小児科医・産科医の過酷な勤務状況

の改善と医療の安全性の確保が図られる。

政策の有効性の評価に特に留意が必要な事項

なし。

( ) 効率性3
手段の適正性

国の施策として打ち出した集約化・重点化の方策に対し、その推進を図るために必

要な経費であり、集約化・重点化による地域医療確保の更なる強化を図るための補助

事業であるため、適正な手段である。

費用と効果の関係に関する評価

推進すべき施策と、実行する際に必要となる経費への補助であるため、当該事業を

実施することにより、施策目的に対する高い効果が期待できる。

病床削減に伴う１床あたりの収入減少額、医師の派遣に必要とされる経費について

の最小限の費用投入を行うことで、小児科・産科における集約化・重点化の推進と医

療提供体制の強化が図られる。

他の類似事業（他省庁分を含む）がある場合の重複の有無 有 無

（有の場合の整理の考え方）



（整理番号５）

病床の削減に伴う損失補填に関する事業については、総務省が自治体立病院を対象

に５年間程度を目途に、普通交付税措置を行う制度を設けているが、厚生労働省にお

いてはその他の民間医療機関を対象とする予定であり、重複はない。

( ) その他4
なし。

( ) 反映の方向性5
評価結果を踏まえ、平成１９年度予算概算要求において所要の予算を要求する。

３．特記事項

①学識経験を有する者の知見の活用に関する事項

なし。

②各種政府決定との関係及び遵守状況

なし。

③総務省による行政評価・監視等の状況

なし。

④国会による決議等の状況（警告決議、付帯決議等）

良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律

（案）が可決された際の付帯決議（閣法第３８号（平成１８年６月１３日 参議院厚

生労働委員会 ）において、小児科・産科医療等の集約化・重点化の促進が明記さ）

れている。

⑤会計検査院による指摘

なし。


